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(54)【発明の名称】 バックライト装置及び液晶表示装置

(57)【要約】
【課題】  色調整機能を備えたバックライト装置及びそ
のバックライト装置を備えた液晶表示装置を提供する。
【解決手段】  導光板１の長さ方向の両側にそれぞれ白
色蛍光管３Ｗ、赤色蛍光管３Ｒ、緑色蛍光管３Ｇ及び青
色蛍光管３Ｂを配置する。白色蛍光管３Ｗは導光板１に
最も近い位置に配置する。点灯回路によりこれらの蛍光
管３Ｗ，３Ｒ，３Ｇ，３Ｂの輝度を個別に調整すること
により、例えば蛍光管の劣化による輝度の低下及び色バ
ランスの変化を補正することができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  発光色度が相互に異なる複数の光源と、
前記複数の光源から放出された光を入射し、当該光を所
定の方向に出射する導光板とを有し、
前記複数の光源は少なくとも１つの白色光源を含むこと
を特徴とするバックライト装置。
【請求項２】  前記複数の光源が、白色蛍光管、赤色蛍
光管、緑色蛍光管及び青色蛍光管を含むことを特徴とす
る請求項１に記載のバックライト装置。
【請求項３】  発光色度が相互に異なる複数の光源と、
前記複数の光源から放出された光を入射し、当該光を所
定の方向に出射する導光板とを有し、
前記複数の光源は前記導光板に近い位置に配置される第
１の蛍光管と、該第１の蛍光管よりも前記導光板から遠
い位置に配置される蛍光管を含むことを特徴とするバッ
クライト装置。
【請求項４】  前記複数の光源が、赤色蛍光管、緑色蛍
光管及び青色蛍光管を含み、前記第１の蛍光管が、緑色
蛍光管であることを特徴とする請求項３に記載のバック
ライト装置。
【請求項５】  発光色度が相互に異なる複数の光源と、
前記複数の光源から放出された光を入射し、当該光を所
定の方向に出射する導光板とを有し、
前記複数の光源のうちの少なくとも１つの光源と前記導
光板との間に透過光の波長を制限するフィルタが設けら
れていることを特徴とするバックライト装置。
【請求項６】  前記フィルタは、前記複数の光源のうち
緑色に発光する光源と前記導光板との間に配置され、前
記緑色発光の光源の主波長以外の波長の光の透過率を制
限するものであることを特徴とする請求項５に記載のバ
ックライト装置。
【請求項７】  請求項１に記載のバックライト装置を備
えたことを特徴とする液晶表示装置。
【請求項８】  請求項３に記載のバックライト装置を備
えたことを特徴とする液晶表示装置。
【請求項９】  請求項５に記載のバックライト装置を備
えたことを特徴とする液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、色調整機能を備え
たバックライト装置及びそのバックライト装置を備えた
液晶表示装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】液晶表示装置は、薄くて軽量であるとと
もに低電圧で駆動できて消費電力が少ないという長所が
あり、各種電子機器に広く使用されている。特に、ＴＦ
Ｔ（Thin Film Transistor：薄膜トランジスタ）等の能
動素子が画素毎に設けられたアクティブマトリクス方式
の液晶表示装置は、明るさや視野角特性などの点でＣＲ
Ｔ（Cathode-Ray Tube）に匹敵するほど優れたものが得
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られるようになり、近年、携帯テレビやパーソナルコン
ピュータ等のディスプレイにも使用されるようになっ
た。
【０００３】一般的な液晶表示装置では、液晶パネルの
裏面側にバックライト装置が組み込まれており、バック
ライト装置から出射された光の透過率を画素毎に制御し
て画像を表示している。図１３は従来の液晶表示装置を
示す断面図である。バックライト装置は、導光板６１
と、導光板６１の長さ方向の両側にそれぞれ配置された
白色蛍光管６３と、これらの蛍光管６３から放出された
光を導光板６１に向けて反射するリフレクタ６２とによ
り構成され、筐体６９内に収納されている。導光板６１
の裏面側には反射シート６６が配置されており、表面側
には拡散シート６４及びプリズムシート６５が積層され
て配置されている。
【０００４】液晶パネル６７はプリズムシート６５の上
に配置され、金属ベゼル６８により筐体６９に取り付け
られている。このように構成された液晶表示装置におい
て、白色蛍光管６３から放出された光は直接又はリフレ
クタ６２で反射されて導光板６１内に入射する。そし
て、導光板６１内に入射した光は、導光板６１の上面と
下面との間で反射を繰り返しながら導光板６１内を伝搬
し、臨界角を超えた光が導光板６１から液晶パネル６７
に向けて出射される。導光板６１から出射された光は、
拡散シート６４及びプリズムシート６５により拡散され
て方向性が整えられた後に液晶パネル６７に到達する。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】上述した従来の液晶表
示装置では、バックライト装置の蛍光管が経時劣化する
と明るさが低下したり、色バランスがくずれてしまう。
そのような場合、液晶パネルの表示階調を制御すること
である程度対応することができるが、画面を明るくする
と色調整ができなくなったり、色調整により使用可能な
階調数が制限されるなどの問題点がある。
【０００６】従来のバックライト装置では、上述したよ
うに一般的に白色蛍光管が使用されており、明るさを調
整することはできるものの色調整機能を備えていなかっ
た。本願発明者らは、バックライト装置自体が色調整機
能を備えることで、上記の問題点を解消することができ
ると考える。また、バックライト装置自体で色調整が可
能であれば、液晶パネルの個体差を吸収し、液晶表示装
置の特性を均一化することができる。更に、バックライ
ト装置から出射される光をユーザの好みに応じた任意の
色に調整することも可能になる。
【０００７】更にまた、従来のバックライト装置では、
光源に使用される蛍光管の発光波長や液晶パネル内のカ
ラーフィルタの透過特性により色再現範囲が制限され
る。そのため、従来の液晶表示装置では、ＣＲＴの発光
色度範囲、すなわちＥＢＵ（European Broadcasting Un
ion:ヨーロッパ放送連合）で規定されている蛍光体の発
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3
光色度範囲と同等あるいはそれ以上の色再現範囲を実現
することができない。液晶パネル内のカラーフィルタの
厚さを厚くするなどの方法により色再現性を改善するこ
とはできるが、その場合は光の透過率が低下し、画面が
暗くなってしまうという問題が発生する。
【０００８】なお、特開平７－３０１７９７号には導光
板の両側にそれぞれ２本の蛍光管を配置し、かつ電源に
接続する側を導光板の両側で相互に異なる方向とした液
晶表示装置が記載されている。しかし、この液晶表示装
置では、発光色度が異なる蛍光管を使用するものではな
く、色調整機能は有していない。以上から本発明の目的
は、色調整機能を備えたバックライト装置及びそのバッ
クライト装置を備えた液晶表示装置を提供することであ
る。
【０００９】
【課題を解決するための手段】本願請求項１に記載のバ
ックライト装置は、発光色度が相互に異なる複数の光源
と、前記複数の光源から放出された光を入射し、当該光
を所定の方向に出射する導光板とを有し、前記複数の光
源は少なくとも１つの白色光源を含んでいる。例えば、
光源として、白色蛍光管、赤色蛍光管、緑色蛍光管及び
青色蛍光管を設けることにより、バックライト装置から
出射する光の色を所望の色に調整することができる。こ
の場合に、本発明においては白色蛍光管を備えているの
で、例えば赤色蛍光管、緑色蛍光管及び青色蛍光管の光
量を個別に変化させたときの輝度変化及び色変化に与え
る影響の大きさを、白色蛍光管の輝度レベルにより調整
することができる。
【００１０】本願請求項３に記載のバックライト装置
は、発光色度が異なる複数の光源を有し、そのうちの１
つの光源（第１の蛍光管）が導光板に近い位置に配置さ
れ、他の光源がそれよりも遠い位置に配置されている。
例えば、赤色光や青色光は画面に表れたときに目立つ色
であるので、赤色蛍光管又は青色蛍光管が導光板に近い
位置に配置されていると、縞状の色むらの原因となる。
緑色蛍光管や白色蛍光管を導光板に近い位置に配置し、
赤色蛍光管や青色蛍光管を導光板から離れた位置に配置
することにより、色むらが抑制される。
【００１１】本願請求項５に記載のバックライト装置
は、発光色度が相互に異なる複数の光源と、前記複数の
光源から放出された光を入射し、当該光を所定の方向に
出射する導光板とを有し、前記複数の光源のうちの少な
くとも１つの光源と前記導光板との間に透過光の波長を
制限するフィルタが設けられている。このように、複数
の光源のうちの少なくとも１つの光源と導光板との間に
透過光の波長を制限するフィルタを設けることにより、
色再現範囲の拡大を阻害する波長の光がカットされ、色
再現性を改善することができる。
【００１２】更に、このようなバックライト装置を液晶
パネルの裏面側に配置することにより、色再現性が優れ
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た画像の表示が可能となる。
【００１３】
【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態につい
て、添付の図面を参照して説明する。
（第１の実施の形態）図１は本発明の第１の実施の形態
の液晶表示装置を示す断面図である。バックライト装置
は、導光板１と、この導光板１の長さ方向の両側にそれ
ぞれ配置された白色蛍光管３Ｗ、赤色蛍光管３Ｒ、緑色
蛍光管３Ｇ及び青色蛍光管３Ｂと、これらの蛍光管３
Ｗ，３Ｒ，３Ｇ，３Ｂから放出された光を導光板１に向
けて反射するリフレクタ２とにより構成されて、筐体９
内に収納されている。この例では、白色蛍光管３Ｗが導
光板１の側面に最も近い位置に配置され、赤色蛍光管３
Ｒ及び青色蛍光管３Ｂは導光板１の側面から離れた位置
に配置され、緑色蛍光管３Ｇは導光板１の側面から更に
離れた位置に配置されている。
【００１４】導光板１の裏面（図では下側：以下、下面
ともいう）側には反射シート６が配置され、表面（図で
は上側：以下、上面ともいう）側には拡散シート４及び
プリズムシート５が配置されている。液晶パネル７は、
プリズムシート５の上側に配置され、金属ベゼル８によ
り筐体９に取り付けられている。導光板１は、例えばア
クリル等の透明の板からなる。蛍光管３Ｗ，３Ｒ，３
Ｇ，３Ｂから放出された光は、直接又はリフレクタ２で
反射されて導光板１内に入射する。導光板１内に入射し
た光は、導光板１の上面と下面との間で反射を繰り返し
ながら導光板１内を伝搬し、臨界角を超えた光が導光板
１から液晶パネル７に向けて出射される。
【００１５】拡散シート４には例えば細かい多数の凹凸
が設けられている。この拡散シート４により、導光板１
から出射された光が拡散されて、面内均一性が高められ
る。プリズムシート５には、例えば断面形状が二等辺三
角形の多数の溝が相互に平行に設けられており、拡散シ
ート４により拡散された光が液晶パネル７に対しほぼ垂
直に入射するように集光させる。
【００１６】液晶パネル７は、例えば一般的に知られて
いるＴＮ（Twisted Nematic ）型液晶パネルであり、２
枚の透明基板の間に液晶を封入した構造を有している。
一方の基板側には画素毎に画素電極が設けられ、他方の
基板側には共通電極とカラーフィルターとが設けられて
いて、画素毎に光の透過率を制御することにより画像を
表示する。但し、本発明において、液晶パネル７の構造
は上記のものに限定されるものではない。例えば、本発
明をＶＡ（Vertically Aligned) 型液晶パネルに適用す
ることも可能である。
【００１７】図２は蛍光管の点灯回路の一例を示すブロ
ック図である。この点灯回路は、４個の調光器１１ａ～
１１ｄと、４個のトランス１２ａ～１２ｄとにより構成
されている。これらの調光器１１ａ～１１ｄは、それぞ
れ外部回路から与えられる制御電圧Ｖ1 ～Ｖ4 に応じて
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実効電力が変化する交流パルス電圧を出力する。調光回
路１１ａ～１１ｄから出力された交流パルス電圧は、そ
れぞれトランス１２ａ～１２ｄにより昇圧されて、蛍光
管３Ｗ，３Ｒ，３Ｇ，３Ｂに個別に供給される。すなわ
ち、各蛍光管３Ｗ，３Ｒ，３Ｇ，３Ｂはそれぞれ外部回
路から与えられる制御電圧Ｖ1 ～Ｖ4 に応じた輝度で発
光する。
【００１８】なお、点灯回路を構成する調光回路１１ａ
～１１ｄ及びトランス１２ａ～１２ｄは、筐体９内に設
けられていてもよいし、筐体９の外側に設けられていて
もよい。本実施の形態では、白色蛍光管３Ｗ、赤色蛍光
管３Ｒ、緑色蛍光管３Ｇ及び青色蛍光管３Ｂを備え、こ
れらの蛍光管３Ｗ，３Ｒ，３Ｇ，３Ｂから放出される光
量を個別に制御することができるので、導光板１から液
晶パネル７側に出射される光の色を任意に設定できる。
これにより、例えば蛍光管の経時劣化による輝度の低下
や色バランスの変化を補正することが可能となる。
【００１９】また、本実施の形態においては、赤色蛍光
管３Ｒ、緑色蛍光管３Ｇ及び青色蛍光管３Ｂの光量を個
別に変化させたときの輝度変化及び色変化に与える影響
の大きさを、白色蛍光管３Ｗの輝度レベルにより調整す
ることができる。更に、本実施の形態では、白色蛍光管
３Ｗを導光板１の側面に最も近い位置に配置し、緑色蛍
光管３Ｂを最も離れた位置に配置し、赤色蛍光管３Ｒ及
び青色蛍光管３Ｂを、それらの間に配置している。仮
に、赤色蛍光管３Ｒ及び青色蛍光管３Ｂが導光板１の側
面に近い位置に配置されているとすると、特に導光板１
の側面近傍において赤色と青色の縞模様が発生したり、
色むらが発生する場合がある。白色蛍光管３Ｗを導光板
１の側面に最も近い位置に配置することにより、縞模様
や色むらの発生が回避される。特に、本実施の形態のよ
うに、画面に表れたときに目立ちやすい赤色光及び青色
光を発生する蛍光管を、白色蛍光管３Ｗと緑色蛍光管３
Ｇとの間に配置することにより、縞模様や色むらの発生
がより確実に回避される。
【００２０】図３は、点灯回路の他の例を示すブロック
図である。この例では、点灯回路は３個の調光回路１１
ａ～１１ｃと、３個のトランス１２ａ～１２ｃにより構
成されている。これらの調光回路１１ａ～１１ｃは、そ
れぞれ外部から与えられる制御電圧Ｖ1 ～Ｖ3 に応じた
実効電力の交流パルス電圧を出力する。調光回路１１ａ
～１１ｃから出力されたパルス電圧は、トランス１２ａ
～１２ｃにより昇圧されて蛍光管３Ｗ，３Ｒ，３Ｇ，３
Ｂに供給される。この例では、白色蛍光管３Ｗと緑色蛍
光管３Ｇとが同じトランス１２ａに接続され、赤色蛍光
管３Ｒはトランス１２ｂ、青色蛍光管３Ｂはトランス１
２ｃに接続されている。
【００２１】この点灯回路では、白色蛍光管３Ｗと緑色
蛍光管３Ｇとを一体的に制御し、赤色蛍光管３Ｒ及び緑
色蛍光管３Ｂをそれぞれ個別に制御するので、図２に示
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す点灯回路に比べて調光器及びトランスの数を削減する
ことができるという利点がある。なお、図３に示すよう
に、緑色蛍光管３Ｇと白色蛍光管３Ｗとを一体的に制御
すると、表示色を調整する際に輝度が大きく変化した
り、又は輝度を制御する際に表示色が顕著に変化すると
懸念されるが、実質上の問題はない。これは、緑色発光
が輝度に最も影響すること（人間の目の視感度特性から
理解できる特性）と、緑色自体が色度図上で等色とみな
される領域が広いため（人間の目に感じる色を示すｘｙ
色度図上において緑色は最も領域が広い色である）であ
り、輝度調整と緑色調整とが同じであるとしても実質上
の影響はなく、また、緑色発光を変化させても表示色の
変化として表れにくいという特性があるためである。
【００２２】（第２の実施の形態）図４は本発明の第２
の実施の形態のバックライト装置を示す図である。な
お、本実施の形態が第１の形態と異なる点は、リフレク
タ内側に配置した蛍光管の構成が異なる点に有り、その
他の構成は基本的に第１の実施の形態と同様であるの
で、重複する部分の図示及び説明を省略する。
【００２３】本実施の形態ではリフレクタ１２の内側
に、赤色蛍光管１３Ｒ、緑色蛍光管１３Ｇ及び青色蛍光
管１３Ｂの３本が配置されている。そして、緑色蛍光管
１３Ｇには筒状の緑色カラーフィルタ２０が被せられて
いる。このフィルタ２０は、図５にａで示すように、波
長が約５００ｎｍ以下の光及び約６００ｎｍ以上の光を
遮断する特性を有している。蛍光管１３Ｒ，１３Ｇ，１
３Ｂは、図２で示したような点灯回路（但し、調光回路
及びトランスは３組）に接続され、個別に明るさを調整
することができるようになっている。
【００２４】図６，図７は各光源からの発光の分光分布
を示す図であり、図６はフィルタ２０が無いときの分光
分布図、図７はフィルタ２０を設けたときの分光分布図
である。液晶表示装置に使用するバックライト装置で
は、光の分光分布が液晶パネル内のカラーフィルタの透
過特性とマッチングし、かつ、赤色光、緑色光及び青色
光の発光波長のピークができるだけ急峻であり、更に赤
色光であればできるだけ長波長側にピークを有し、青色
光であればできるだけ短波長側にピークを有することが
好ましい。
【００２５】カラーフィルタ２０が無い場合は、図６に
示すように、赤色、緑色及び青色の主発光以外の光（図
６中に矢印Ｉ，IIで示す）も発生しており、表示色とし
て色再現範囲の拡大を阻害するものであった。一方、緑
色蛍光管１３Ｗに緑色カラーフィルタ２０を被せること
により、図７に示すように、色再現範囲の拡大を阻害す
る波長の光がカットされる。これにより、本実施の形態
においては、第１の実施の形態と同様の効果が得られる
のに加えて、色再現範囲の拡大と、高透過率の両立が達
成されるという効果が得られる。
【００２６】なお、上記の例では緑色の光のみを選択的
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7
に透過するフィルタを使用したが、緑色よりも短い波長
の光をカットするフィルタ（図５にｃで示す特性のフィ
ルタ）を用いてもよい。この場合、図６に矢印Ｉで示す
発光ピークが減少する。同様に、緑色よりも長い波長の
光をカットするフィルタ（図５にｂで示す特性のフィル
タ）を用いてもよい。この場合、図６に矢印IIで示す発
光ピークが減少する。
【００２７】また、上記の例では緑色蛍光管１３Ｇに緑
色カラーフィルタ２０を被せた場合について説明した
が、赤色蛍光管１３Ｒ又は青色蛍光管１３Ｂに透過光の
波長を制限するフィルタを被せてもよい。要するに、フ
ィルタにより主発光以外の波長の光の透過特性を制御す
ることで色再現範囲が拡大され、画像の品質が改善され
る。
【００２８】図８は本実施の形態の変形例を示す図であ
る。この例では、赤色蛍光管１３Ｒ及び青色蛍光管１３
Ｂを導光板１の側面に近い位置に配置し、緑色蛍光管１
３Ｇを導光板１の側面から離れた位置に配置している。
そして、緑色蛍光管１３Ｇと赤色蛍光管１３Ｒ及び青色
蛍光管１３Ｂとの間に板状の緑色フィルタ２０ａを配置
している。この例では、板状のフィルタ２０ａを個別に
作製して蛍光管１３Ｇと蛍光管１３Ｒ，１３Ｂとの間に
配置すればよいので、バックライト装置の生産が容易で
あるという利点がある。
【００２９】（第３の実施の形態）図９（ａ）は本発明
の第３の実施の形態のバックライト装置の平面図、図９
（ｂ）は図９（ａ）のＡ－Ａ線における断面図、図１０
は図９（ａ）にＢ－Ｂ線における断面図である。なお、
図９，図１０では反射板、拡散シート及びプリズムシー
ト等の図示を省略している。
【００３０】本実施の形態においては、導光板３１の４
つの側面にそれぞれ発光色の異なる白色蛍光管３３Ｗ、
赤色蛍光管３３Ｒ、緑色蛍光管３３Ｇ及び青色蛍光管３
３Ｂを配置している。そして、蛍光管３３Ｗ，３３Ｒ，
３３Ｇ，３３Ｂはそれぞれリフレクタ３２によって覆わ
れている。また、図１０に示すように、緑色蛍光管３３
Ｇと導光板３１との間には、緑色カラーフィルタ２０ｂ
が配置されている。但し、本実施の形態においてカラー
フィルタ２０ｂは必須ではなく、所望の特性又は光源の
構成に応じて適宜付加すればよい。また、必要に応じ
て、赤色蛍光管３３Ｒ又は青色蛍光管３３Ｂと導光板３
１との間に透過光の波長を制限するフィルタを配置して
もよい。
【００３１】これらの蛍光管３３Ｗ，３３Ｒ，３３Ｇ，
３３Ｂは例えば図２に示すような点灯回路に接続され、
それぞれ独立して明るさを調整することができる。ま
た、白色蛍光管３３Ｗと緑色蛍光管３３Ｇとを一体的に
制御し、赤色蛍光管３３Ｒ及び青色蛍光管３３Ｂをそれ
ぞれ個別に制御するようになっていてもよい。本実施の
形態においても、第１の実施の形態と同様の効果が得ら
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れる。また、本実施の形態によれば、１本の蛍光管と１
個のリフレクタとの組み合わせを１個の光源ユニットと
しているので、例えば蛍光管の経時劣化により色バラン
スがくずれた場合に経時劣化した蛍光管のユニットのみ
を交換すればよく、作業が容易である。
【００３２】（第４の実施の形態）図１１は本発明の第
４の実施の形態のバックライト装置を示す図である。な
お、本実施の形態が第１の実施の形態と異なる点は、リ
フレクタ内側に配置した蛍光管の構成が異なる点にあ
り、その他の構成は基本的に第１の実施の形態と同様で
あるので、重複する部分の図示及び説明を省略する。
【００３３】本実施の形態ではリフレクタ４２の内側
に、緑色発光の蛍光管４３Ｇ及び紫色発光の蛍光管４３
ＲＢが配置されている。緑色蛍光管４３Ｇの周囲には緑
色カラーフィルタ５０が配置されている。また、蛍光管
４３ＲＢは、青を主波長とする蛍光体と赤を主波長とす
る蛍光体の混合蛍光体を使用した蛍光管である。これら
の蛍光管４３Ｇ，４３ＲＢは図２に示すような点灯回路
（但し、調光回路及びトランスは２組）に接続され、個
別に明るさを調整することができるようになっている。
【００３４】本実施の形態においても、緑色蛍光管４３
Ｇ及び紫色蛍光管ＲＢに供給する交流パルス電圧を個別
に制御して緑色蛍光管４３Ｇ及び紫色蛍光管ＲＢの明る
さを個別に調整することができるので、導光板１から液
晶パネル側に出射される光の色を任意に設定できる。こ
れにより、例えば蛍光管の経時劣化による輝度の低下や
色バランスの変化を補正することが可能になる。また、
フィルタ５０により不要な波長の光をカットするので、
表示色の色再現範囲が拡大する。但し、本実施の形態に
おいてもカラーフィルタ５０は必須ではなく、所望の特
性又は光源の構成に応じて適宜付加すればよい。
【００３５】（第５の実施の形態）図１２は本発明の第
５の実施の形態のバックライト装置を示す図である。な
お、本実施の形態が第１の実施の形態と異なる点は、リ
フレクタ内側に配置した蛍光管の構成が異なる点にあ
り、その他の構成は基本的に第１の実施の形態と同様で
あるので、重複部分の図示及び説明を省略する。
【００３６】本実施の形態では、リフレクタ１２の内側
に、赤色蛍光管１３Ｒ、緑色蛍光管１３Ｇ及び青色蛍光
管１３Ｂの３本が配置されている。緑色蛍光管１３Ｇが
導光板１の側面に最も近い位置に配置され、赤色蛍光管
１３Ｒ及び青色蛍光管１３Ｂは導光板１の側面から離れ
た位置に上下方向に並んで配置されている。これらの蛍
光管１３Ｒ，１３Ｇ，１３Ｂは、図２に示す点灯回路
（但し、調光回路及びトランスは３組）に接続され、個
別に明るさを調整することができるようになっている。
【００３７】緑色蛍光管１３Ｇには筒状の緑色カラーフ
ィルタ２０が被せられている。このフィルタ２０は、図
５にａで示すように、波長が５００ｎｍ以下の光及び６
００ｎｍ以上の光を遮断する特性を有している。但し、
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9
本実施の形態においてもカラーフィルタ２０は必須では
なく、所望の特性又は光源の構成に応じて適宜付加すれ
ばよい。
【００３８】本実施の形態においては、緑色蛍光管１３
Ｇを導光板１の側面の近傍に配置し、画面に表れたとき
に目立ちやすい赤色光及び青色光を発生する赤色蛍光管
１３Ｒ及び青色蛍光管１３Ｂを導光板１の側面から離れ
た位置に配置しているので、赤色と青色との縞状の色む
らが抑制されるという効果がある。なお、上記第１～第
５の実施の形態においてはいずれも導光板の側面に蛍光
管が配置されている場合について説明したが、本発明は
これに限定されるものではなく、導光板の裏面側に蛍光
管を配置したバックライト装置にも適用することができ
る。
【００３９】（付記１）発光色度が相互に異なる複数の
光源と、前記複数の光源から放出された光を入射し、当
該光を所定の方向に出射する導光板とを有し、前記複数
の光源は少なくとも１つの白色光源を含むことを特徴と
するバックライト装置。
（付記２）前記複数の光源が、白色蛍光管、赤色蛍光
管、緑色蛍光管及び青色蛍光管を含むことを特徴とする
付記１に記載のバックライト装置。
【００４０】（付記３）前記白色蛍光管が、他の光源よ
りも前記導光板に近い位置に配置されていることを特徴
とする付記２に記載のバックライト装置。
（付記４）前記複数の光源のうちの少なくとも１つの光
源の輝度を他の光源の輝度と個別に制御する点灯回路を
有することを特徴とする付記１に記載のバックライト装
置。
【００４１】（付記５）前記光源として、白色蛍光管、
赤色蛍光管、緑色蛍光管及び青色蛍光管を備え、前記点
灯回路は、前記白色蛍光管の輝度と前記緑色蛍光管の輝
度とを一体的に制御し、前記赤色蛍光管の輝度及び前記
青色蛍光管の輝度を個別に制御することを特徴とする付
記５に記載のバックライト装置。
（付記６）前記複数の光源が前記導光板の異なる側面に
個別的に配置されていることを特徴とする付記１に記載
のバックライト装置。
【００４２】（付記７）発光色度が相互に異なる複数の
光源と、前記複数の光源から放出された光を入射し、当
該光を所定の方向に出射する導光板とを有し、前記複数
の光源は前記導光板に近い位置に配置される第１の蛍光
管と、該第１の蛍光管よりも前記導光板から遠い位置に
配置される蛍光管を含むことを特徴とするバックライト
装置。
【００４３】（付記８）前記複数の光源が、赤色蛍光
管、緑色蛍光管及び青色蛍光管を含み、前記第１の蛍光
管が、緑色蛍光管であることを特徴とする付記７に記載
のバックライト装置。
（付記９）発光色度が相互に異なる複数の光源と、前記*
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*複数の光源から放出された光を入射し、当該光を所定の
方向に出射する導光板とを有し、前記複数の光源のうち
の少なくとも１つの光源と前記導光板との間に透過光の
波長を制限するフィルタが設けられていることを特徴と
するバックライト装置。
【００４４】（付記１０）前記フィルタは、前記複数の
光源のうち緑色に発光する光源と前記導光板との間に配
置され、前記緑色発光の光源の主波長以外の波長の光の
透過率を制限するものであることを特徴とする付記９に
記載のバックライト装置。
（付記１１）付記１に記載のバックライト装置を備えた
ことを特徴とする液晶表示装置。
【００４５】（付記１２）付記７に記載のバックライト
装置を備えたことを特徴とする液晶表示装置。
（付記１３）付記９に記載のバックライト装置を備えた
ことを特徴とする液晶表示装置。
【００４６】
【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、
発光色度が相互に異なる複数の光源を有しているので、
各光源の輝度を個別に制御することにより色調整を行う
ことができる。例えば、光源として、白色蛍光管、赤色
蛍光管、緑色蛍光管及び青色蛍光管を設けることによ
り、導光板から出射される光を所望の色に調整すること
が可能となる。この場合に、赤色蛍光管、緑色蛍光管及
び青色蛍光管の光量を個別に変化させたときの輝度変化
及び色変化に与える影響の大きさを、白色蛍光管の輝度
レベルにより調整することができる。
【００４７】また、例えば緑色蛍光管又は白色蛍光管を
導光板の近くに配置し、赤色蛍光管及び青色蛍光管を導
光板から離れた位置に配置することにより、縞状の色む
らの発生が抑制される。更に、複数の光源のうちの少な
くとも１つの光源と導光板との間に透過光の波長を制限
するフィルタを設けることにより、所望の波長以外の光
がカットされ、色再現範囲が拡大して、液晶表示装置の
色再現性が改善される。
【００４８】更に、このようなバックライト装置を液晶
表示装置の裏面側に配置することにより、色再現性が優
れた画像の表示が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は本発明の第１の実施の形態の液晶表示装
置を示す断面図である。
【図２】図２は点灯回路の一例を示すブロック図であ
る。
【図３】図３は点灯回路の他の例を示すブロック図であ
る。
【図４】図４は本発明の第２の実施の形態のバックライ
ト装置を示す断面図である。
【図５】図５はフィルタの特性を示す図である。
【図６】図６はフィルタ無しのときの分光特性を示す図
である。
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【図７】図７はフィルタを設けたときの分光特性を示す
図である。
【図８】図８は第２の実施の形態の変形例を示す断面図
である。
【図９】図９（ａ）は本発明の第３の実施の形態のバッ
クライト装置を示す平面図、図９（ｂ）は図９（ａ）の
Ａ－Ａ線における断面図である。
【図１０】図１０は図９（ａ）のＢ－Ｂ線における断面
図である。
【図１１】図１１は本発明の第４の実施の形態のバック
ライト装置を示す断面図である。
【図１２】図１２は本発明の第５の実施の形態のバック
ライト装置を示す断面図である。
【図１３】図１３は従来の液晶表示装置を示す断面図で
ある。 *
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*【符号の説明】
１，３１，６１…導光板、
２，１２，３２，６２…リフレクタ、
３Ｗ，３３Ｗ，６３…白色蛍光管、
３Ｒ，１３Ｒ，３３Ｒ…赤色蛍光管、
３Ｇ，１３Ｇ，３３Ｇ，４３Ｇ…緑色蛍光管、
３Ｂ，１３Ｒ，３３Ｂ…青色蛍光管、
４，６４…拡散シート、
５，６５…プリズムシート、
６，６６…反射シート、
７，６７…液晶パネル、
１１ａ～１１ｄ…調光回路、
１２ａ～１２ｄ…トランス、
２０，２０ａ，２０ｂ，５０…フィルタ、
４３ＲＢ…紫色蛍光管。

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】

【図１０】
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【図５】

【図６】

【図１１】 【図１２】

【図１３】
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